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㈱まほろば自然農園　代表  　　
仁木町西町　宮下 洋子（文責）

―仁木町 再生エネ計画
　　　　　　　   委託契約―

町民が
 住民監査請求‼
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★住民監査請求とは

地方自治法第242条により、住民は、普通地方公共団体の長や執行機関又は職員に
ついての財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実があると認めるときは、これら
を証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるように
請求することができます。地方公共団体の住民全体の利益を保護することを目的とす
る制度です。上記行為により、仁木町に財政上の損害を与え、又は、与える恐れがあ
る場合に行う事が
出来ます。監査は、
請求のあった日か
ら６０日以内に行
わなければなりま
せん。

　　委託料３１９０万円、官製談合の疑い
令和４年度、まず仁木町長は、総務省公認の「地

域力創造アドバイザー」島田昌幸氏を招聘しました。
翌５年には、必要な手続きを踏まない入札によっ

て、島田氏の経営する（株）ワンテーブルと、「仁
木町再生可能エネルギービジョン策定業務」に関し
て、3,190 万円の「委託契約」を結びます。これは、
手続きが不正であるばかりでなく、アドバイザーと
受益者（ワンテーブル）は利益相反の関係にあり、
委託料 3,190 万円は不正に支出されたことになります。
（詳細は、4p 以降の「仁木町職員措置請求書」参照）

　　不正が露見して、総務省公認アドバイザーの資格失格
　上記、島田氏は、他市町村でも不正が発覚して、総務省公認「地域力創造アド
バイザー」の肩書を失う事に。（株）ワンテーブルの代表も辞任。
令和５年４月３日、島田氏は仁木町を訪れ、仁木町アドバイザーの辞任を佐藤町

長に申し出ています。
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　　賠償請求をしないばかりか、不正入札で再契約
（株）ワンテーブルの島田社長が、謝罪と辞任を申し出た時に、① 3,190 万円は
すでに支払われてしまっていたので、そのタイミングで、仁木町は、① 3,190 万
円の賠償請求をするべきでした。

ところが、町は、賠償請求をしなかったばかりでなく、再度、不正入札で、（株）
ライフプランニング（旧名称ワンテーブル・ライフプランニング）と、新たな事業、
②「仁木町エネルギー転換実証事業委託業務」、6,990 万円の「委託契約」（令和
５年９月 12日）をしてしまいました。

　　さらに、工作
調べてみると、（株）ライフプランニングと言う会社は、旧名称が（株）ワンテー

ブル・ライフプランニングで、（株）ワンテーブルの子会社です。ワンテーブルが信用
を無くしたので改名し、ワンテーブルを頭から外して、関係のない会社かのように見
せかけたのですが、中身は同じものでした。
「仁木町再生可能エネルギービジョン策定業務」委託契約 3,190 万円
「仁木町エネルギー転換実証事業委託業務」　6,990 万円
①＋②＝１億 180 万円もの公金が不正に使用されていたことに。

　　暫定的な「支払い停止」を要請
ただし、この監査請求が間に合えば、②「仁木町エネルギー転換実証事業委託業
務」6,990 万円は、ぎりぎりまだ支払われていないので、とりあえず差し止めて
もらえる可能性があり、監査委員に「暫定的な支払の差し止め」を要請しています。

　　国からの補助金
　この１億円ものお金は、モデル地区として、再エネ事業を行う自治体に対して、

補助金として交付されたもので、仁木町は、この計画に応募して当選したものです。
それが不正入札によったとなれば、本来、仁木町は国に返金しなければいけない
ものです。今からでも、仁木町は、（株）ワンテーブルに対
して、賠償請求をしなければいけませんが、時間が経って
いるので、① 3,190 万円は返ってくるかどうかは分かりま
せん。町長の責任は大きいと思います。
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